
 

 
 
 
 

６月の入会・退会  入会 ３名（南部 ０名 伯耆３名）  退会 ０名   

安全対策コーナー（草刈作業） ７月は『安全・適正就業強化月間』です。 

※鳥取県内でチェンソーによる傷害事故が２件発生しています。十分注意をして作業をして下さ

い。 チェンソー使用の際は以下に十分注意してください。 

 ①保護具（ヘルメット・保護メガネ）を必ず使用する。 

 ②防護ズボンを必ず着用すること。 

 ③樹上でチェンソーを使用しない事。 

 ④伐採枝を地上で切断する際は、切り枝の移動防止措置を行う。 

  （切り枝直前に、跳ね返りや反動が起こることがある） 

Ⅰ.蜂に注意 
  検針ボックスの蓋の裏など、どこにでも巣を作っています。作業前に蜂が周りを飛んでいないかなどチェック

をしてください。万が一刺されたらまずは毒出しを。特に 30分以内はアナフィラキシーショックに注意を。 

Ⅱ.草刈作業 
 作業前チェックシートの徹底！ 
 草刈り作業を行う前に、必ず就業前のチェックは実施してください。 
チェックシートは事務局に用意しています。 

 ※事前の確認は仲間みんなで確認しましょう。 

 安全具着用と刈払機の事前点検の徹底！ 
  ・ヘルメット・保護メガネ（フェイスシールド）・手袋・滑り止め地下足袋等を着用しましょう。 

  ・ネジのゆるみはないか。作業に適した刃がついているか。刃先にひび割れ等異常がないか。 

作業現場周辺への注意喚起！ 
・草刈り作業を行うときには、近隣住民や通行人・車両に対しての注意喚起のため、『作業中看板』や『三角コ

ーン』を設置し未然に事故を防ぎましょう。必要に応じて『コーンバー』も使いましょう。 

※強風時は倒れる恐れがあるので注意しましょう。 

飛び石に注意！ 
  ・飛散防止カバーを必ず取り付けましょう。 

  ・駐車場や道路の近くなどは、飛散防止ネットを設置しましょう。 

   飛散防止ネットは事務局に用意しています。（１つ） 

Ⅲ.熱中症対策 

1 喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給しましょう。 

2 複数名で作業を行いましょう。時間を決めて連絡を取り合いましょう。 

3 高温時の作業は極力避け、日陰や風通しの良い場所で作業をし定期的に休憩を取りましょう。 

4 帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の活用をしましょう。 
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                                         ※8月の講座内容は（予定）です。 

日にち 講座内容 開催場所 時 間 

7/9（火） インターネット・アプリを楽しもう 伯耆支所（遊学館）2階 10：30～11：30 

7/25（木） スマホで防災意識を高めよう プラザ西伯 13：30～14：30 

8/9(金) 翻訳アプリを使ってみよう 伯耆支所（遊学館）2階 10：30～11：30 

8/22(木) スマホの動きを軽くするには プラザ西伯 13：30～14：30 

 

 

金)または 木
 今回は、「自分のからだを労わってあげましょう」という

ことで、日帰り三朝温泉を計画しています。帰りの時間は

15時を予定しています。 

 気の合う方とのお出かけはもちろん、はじめましての方

との交流も深められるいい機会です♪ 

  詳細については、８月のシルバーだよりでお知らせし 

 ます。 （参加費ひとり 3,２00円を予定） 
 

 

令和６年度 ５月 の 契 約 金 額（表中の金額単位：千円） 

 ５月の請負は、作業内容によって増減しましたが前年同月より 238 万円、派遣実績は 16.5 万円の増

となりました。４・５月の累計は前年よりも請負は 315.1万円の増、派遣が微減となっています。 

年 度 
５月実績 年度累計（４月～５月） 

請 負 派 遣 計 請 負 派 遣 計 

令和６年度 12,299 2,765 15,064 22,918 5,470 28,388 

令和５年度 9,919 2,600 12,519 19,767 5,492 25,259 

対前年比（％） 123.9% 106.3% 120.3% 115.9% 99.6% 112.4% 
 

「立替材料費」の取り扱いについて（令和 7年４月以降） 
 現在、就業で使用した刈払機・トリマー・軽トラックなどの道具使用に対する損料を「立替材料費」として対
象の会員のみなさんへは支払いをしていますが、「追加配分金」へ項目変更を行います。これは業務上必要
な対応であり、変更後の「立替材料費」は、会員が発注先で使用する材料を立て替えて、お店で購入したもの
（レシートをセンターに提出したもの）のみとなります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※対象となる会員のみなさんは、１年間の配分金支払証明額（毎年１月頃発行）の収入に含まれることとなります。 

７月・８月の入会説明会 お知り合いの方に参加をお勧めください 
・７月１７日（水）午前９時３０分～同１１時・伯耆支所（溝口駅舎内） 
・８月２１日（水）午前９時 30 分～同１１時・プラザ西伯（南部町法勝寺） 
・ 入会希望者をご紹介ください。入会された場合は、紹介していただいた会員に1,000

円分の商品券を進呈。 
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